
8 37 1

13 02 02 02 02 00 一般廃棄物処理業許可申請手数料 20 10 10

13 02 02 02 03 00 一般廃棄物収集運搬許可申請手数料 10 170 △160

13 02 02 02 04 00 粗大ゴミ処理手数料 23,600 30,000 △6,400

20 05 04 01 13 10 有価物売払収入 1,831 1,0

　

74 757

差引一般

　

財源 580,073 5

　

05,610 74,4

様
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式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
5年間計画額

当初予算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初要求額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２６年度  一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
4. 衛生費 2. 一般廃棄物収集運搬事業

2. 清掃費

2. じん芥処理費 廃棄物対策課

（佐倉市）　　

第２章
｢快適で、安全・安心なまちづくり｣　～自然環境の -

保全、安全に配慮した生活環境の確立～ 平成23年度 -

経常 単独 計画 536,901 68,671 基本施策３
快適な生活環境が保たれたまちにします 平成24年度 -

平成25年度 -

施策１
計画的な一般廃棄物処理を行います 平成26年度 -

平成27年度 -

諸収入

25,499 605,572 23,668 1,831 580,073

・家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬業務を行い ・一般廃棄物を効率的に処理するため、一般家庭ごみの ・各家庭から排出される一般廃棄物の収集を適正に行う

ます。 収集を行い、佐倉市、酒々井町清掃組合等中間処理施設に搬入します。 ことにより、市民の生活環境の保全を行うとともに、ごみの減量化・再

・容器包装リサイクル法対象品目の適正処理や収集運搬業務を行います ・ごみの減量化・再資源化を推進し、市民の意識の向上を図ります。 資源化を図ることができます。

。

各種リサイクル関連法の整備に伴い、ごみの分別

種類が増えることにより、委託料の増加が見込まれる。

使用料及び手数料

09 27 27 0

11 4,833 4,885 △52

12 3,208 3,808 △600

13 596,891 528,019 68,872

14 12 12 0

18 150 150 0

23 451 0 451

13 02 02 02 01 00 じん芥処理手数料 3


